
 

 ただ今提案をいたしました議案につきまして、提案の理由をご説明 

申しあげます。 

 

議案第１０６号から第１０９号までの４議案は、いずれも専決処分に

ついてご承認をいただきたく、ご報告するものであります。 

 

議案第１０６号及び第１０７号の２議案は、いずれも平成２２年度

一般会計補正予算であります。 

議案第１０６号は、歳入歳出予算について、国の補正予算に伴う内

示の追加により、図書館、公民館図書室及び学校図書館の図書資料整

備に係る経費を計上することによりまして、総額４，４００万円を追

加したもので、この補正によりまして、一般会計の総額は３，７６８

億６，９００万円となります。 

議案第１０７号は、歳入歳出予算について、東日本大震災による道

路橋りょう施設や学校施設等の被害の復旧に係る経費１３億    

２，０００万円をさらに追加したもので、この補正によりまして、一

般会計の総額は３，７８１億８，９００万円となります。 

議案第１０８号は、平成２３年第１回定例会において継続審査とな

りました、千葉市高洲市民プールほか３４施設の指定管理者の指定に

つきまして、テルウェル東日本・スポーツクラブＮＡＳグループを  

指定管理者として指定したもので、議案第１０９号は、千葉都市モノ

レール電力管理システム更新工事に係る工事委託契約について、契約

金額を変更したものであります。 

 

以上、このたび提案いたしました議案の概要を申しあげました。 

なにとぞ、よろしくご審議いただきますよう、お願い申しあげます。 


